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 近畿地方整備局建政部建設産業課では、一般消費者の不動産取引に関する基礎知識の普及を

支援することにより、宅地建物取引における紛争を未然に防止することを目的に、２００９年

９月から出前講座（不動産取引の基礎知識）を開設しています． 
 不動産に関する講演会等は様々な団体等が実施していますが、出前講座は公共性・公益性の

ある団体等が主催する講演を対象としています．当初は応募がなかなか集まらない状況でした

が、２０１０年度において初めて実施することができました．今後も、同講座を定例化し、継

続的に実施することを目指しているため、同講座の内容を含め、近畿地方整備局の取り組みと

して、広く一般に紹介することを主な目的とします． 
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1. 不動産売買等の相談についての現状 

 
 建政部建設産業課では、近畿管内の国土交通大臣の所

管に係る宅地建物取引業の免許及び指導監督に関する事

務を行っており、一般の方からの不動産取引に関する相

談も受けています．国及び地方公共団体の宅地建物取引

業法所管部局に寄せられる紛争・相談については、毎年、

全国で数千件の申立がありますが、近畿地方整備局にお

いても年間 100件以上の来庁相談、1千件以上の電話相
談があります． 

相談が多い理由は、宅建業者の説明不足によるものや

業法違反を原因とする事が多いのですが、一方で、購入

者にあらかじめ契約に対する意識や基本的な知識があれ

ば、紛争自体を未然に防げたと想定されるものも少なく

ありません． 
例えば、「売買契約を白紙解除出来ると思っていたら、

手付金を放棄しなければならないとは知らなかった．」、

「『仮契約ですから』と言われて軽い気持ちで印鑑を押

してサインしたら実は本契約だった．」、「ローンの審

査が下りなかったので契約解除しようとしたがローン特

約が無かったので手付金が返ってこなかった．」等々． 

一般の方が不動産の売買などを行うことは一生に何度

もあることではなく、また、そうした知識を学校や社会

で学ぶ機会もほとんどありません． 

結果、業者任せになり、思わぬトラブルに巻き込まれ

ることが多いようです． 

2.  行政としての対応 

 
 不動産売買等のトラブルにより何らかの損害が発生し

たときは、当事者同士で話し合いにより和解するか、場

合によっては法廷に解決を求めることになります．民主

主義の国家では、自由に契約ができる権利がある以上、

それには責任が伴うことになります． 

  紛争が起こってから行政に相談に来られて対応する
ことになりますが、紛争自体の解決には行政という立場

上、直接的な関与はできません．それにも関わらず相談

は後を絶ちません．そこで、宅地建物取引における紛争

そのものを未然に防止することを目的に近畿地方整備局

建政部建設産業課では、２００９年９月から出前講座

（不動産取引の基礎知識）を開設しました．一般消費者

の不動産取引に関する基礎知識の普及を支援すること

で、契約というものに対する意識を新たにしていただ

き、トラブルに巻き込まれること無く、納得のいく不動

産売買等をしていただくことがねらいです． 

出前講座は申込依頼があれば、文字通り出向いて講義

をするのですが、申込依頼者の条件は公共性・公益性の

ある団体等となっています．不動産に関する講演会等は

様々な団体等が実施していますが、これから家を買おう

と考えている一般消費者個人を対象とした、この講座の

申込依頼がなかなか集まりにくい状況でした．しかし、

２０１０年度に大阪市立住まい情報センターのタイアッ

プ事業として実施することができ、初の試みでありなが
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らも大きな反響を得ました．それ以降他の主催も含めて

計 4回実施することが出来ました．この出前講座の取り
組みについて以下ご紹介します． 
 

 

3. 準備段階 

 
 出前講座を開設しても利用がなければ宝の持ち腐れと

なります．将来起こるかもしれないトラブルを少しでも

減らすためにも、どんどん利用していただいた方が良い

ので積極的な展開を図るため、自ら売り込みを行うこと

にしました．需要のありそうな受け手はないか、色んな

団体に声をかけていく中で、大阪市立住まい情報センタ

ーの主催するタイアップ事業を知ることになりました． 
タイアップ事業とは、『住まい情報センターと協働で

実施するセミナーやイベントを通じて、市民のみなさま

の住宅・住環境の質の向上のために実施する事業』です．

選考があるので実施できるかどうかは、審査を経てから

となります．まずは、事前説明会に参加した上で事前登

録を行い、個別のヒアリングを経てから、企画提案書の

提出を行いました．審査基準は事業の公益性（住まいま

ちづくりに関する課題やニーズに的確に対応しているか、

繰り返し行う必要性があるか、市民・地域住民への啓発

効果が高い事業であるか）、事業の独自性・創意工夫

（応募団体が持つ発想や経験を活かしたユニークな事業

になっているか）、事業への意欲（応募団体が自ら主体

となって事業に取り組む意欲があるか）、事業の発展性

（事業を実施することにより、これからの住まいまちづ

くりに貢献するものとなっているか、他の団体や他の地

域への波及効果が期待できるか）、事業計画の妥当性

（事業スケジュールは妥当か、集客数、プログラムなど

は現実的であるか、またその根拠が明確か）です．その

後、審査委員会を経て決定通知がなされ、タイアップ事

業として「出前講座」を開催する運びとなりました． 
 初めて実施することなので、打合せは何度も行いまし

た．当初、基本的なスタイルは講義のみということを想

定していましたが、日頃、様々な相談を受けている具体

的な事例を解説することが分かり易くて良いのではない

か、ということになり、講義プラスQ&Aコーナーとい
うスタイルが提案されました． 
 より効果的にするため、対談形式で行うことも提案さ

れました．セミナーの復習を兼ねた質疑応答を、住まい

情報センターの相談員の方が質問し、それに当方が回答

し解説を加えるというスタイルです．事前に、相談員の

方からたくさん質問を用意して頂き、当方において、課

内で議論し回答を作成しました．その中から相談の多い

代表的な事例をピックアップしてQ&Aコーナーで取り
上げることになりました． 
年間通じて数多くのイベントやセミナーを行っておら

れるため、ノウハウは非常にたくさん持っておられます．

告知広告の内容から、進行、時間配分等々、意見交換を

重ねました． 
 また併せて他の様々な団体にも接触を試み、出前講座

の展開を図りました．その中で、(社)不動産流通経営協
会近畿支部と話が進み、住宅購入を検討中の方に向けた

「住み替えとくらしのセミナー」における一コマとして

出前講座を実施する運びとなりました．事前に、新聞の

全国紙に広告が大きく数回掲載され、幅広く募集がなさ

れました． 
 更に、大阪市立住まい情報センターからご紹介頂き、

市の福祉担当職員の方への研修として、不動産取引の基

礎知識の「賃貸編」を実施することについて話が進みま

した．この研修においても、Q&Aコーナーを設けるこ
とで調整を行いました．日頃窓口で様々な一般の方の対

応をされているため、事前の質問も多く頂きました． 
 そういった活動の成果もあって、この出前講座の存在

が徐々に口コミで知られていき、逆に依頼も来るように

なりました．残念ながら、諸事情により実施に至らない

ケースもありましたが、需要は大きいという手応えは感

じるようになりました． 
 これまで実施した出前講座について実績を以下に記し

ます。 
 

 

 

 



4.  出前講座の実績 

 

① 大阪市立住まい情報センターとのタイアップ事業 
表 題 「家を買う人必見！～失敗しない不動産購入

のポイント教えます～」 
実施日 平成２２年１１月２１日（日） 

時 間 １４：００～１６：００ 

場 所 大阪市立住まい情報センター 
費 用 無料 

対 象 主に大阪市内からの申込 

参加者 １４０人 
講 師 近畿地方整備局建政部建設産業課 課長 
内 容 不動産取引の基礎知識（売買編） 

講義６０分、Q&A６０分 

 
※想定していた人数を大幅に上回る参加となりました．

用意した質疑以外にも活発に質問があり、時間をオーバ

ーしての終了となりました．  
 

② 住み替えとくらしのセミナー（(社)不動産流通経
営協会 近畿支部 創立４０周年記念特別企画） 

後援 国土交通省近畿地方整備局 

表 題 「不動産購入のポイント教えます」 

実施日 平成２２年１１月２８日（日） 

時 間 １３：３０～１６：２５ 
（うち出前講座部分６０分） 

場 所 ホテルニューオータニ大阪 
費 用 無料 

対 象 一般（申込先着順） 

参加者 約４００人 
講 師 近畿地方整備局建政部建設産業課 課長 
内 容 不動産取引の基礎知識（売買編） 

セミナーのみ 
 
※３部構成で、①基調講演は不動産コンサルタントの方

が今後住宅購入するにあたってのポイントなどを話さ

れ、②出前講座、③不動産コンサルタント、アナウンサ

ー、タレントの方々がパネルディスカッションをされま

した．新聞広告でも大きく掲載され参加者も多く非常に

注目度の高いセミナーでした． 

 
 ③ 大阪市職員研修 
表 題 「不動産取引の基礎知識（賃貸編）」 

実施日 平成２３年１月２１日（金） 

時 間 １４：００～１７：００ 

場 所 大阪市 
費 用 無料 

対 象 大阪市職員 

参加者 約２００人 
講 師 近畿地方整備局建政部建設産業課 課長 
内 容 媒介（仲介業者）の役割、重要事項説明につ

いて、敷金礼金等各種費用の性格、仲介手数料 
講義９０分、Q&A６０分 

 
※大阪市の研修の一環として、出前講座を展開すること

により、日頃窓口で相談対応されている職員の方への情

報提供となりました． 
 

④ 大阪市立住まい情報センターとのタイアップ事業 
表 題 「ちょっと待って！その契約！家を買うとき

のポイント」 

実施日 平成２３年５月２９日（日） 

時 間 １４：００～１６：００ 

場 所 大阪市立住まい情報センター 
費 用 無料 

対 象 主に大阪市内からの申込 

参加者 １９２人 
講 師 近畿地方整備局建政部建設産業課 課長補佐 
内 容 重要事項説明書の見方 

 
※悪天候にも関わらず想定を上回る多くの方に参加頂き

ました．講義終了後も個別に相談や質問をされる方の行

列ができていました． 



 
いずれの出前講座もパワーポイントを使いながらの説

明を行い、テキストとして不動産適正取引推進機構発行

の「不動産取引の手引き」や「これでわかる！『重要事

項説明書』」も使用しました． 

 

 
 
5.  実施した成果 
 

(1)  アンケートの結果 
タイアップ事業におけるアンケート結果は以下のとお

りでした． 

 

＜参考になったかどうか＞ 

 とても参考になった、４４％ 
 まあまあ参考になった、５２％ 
 あまり参考にならなかった、４％ 

＜興味深かった点＞ 

    契約のポイント、取引の流れ、媒介という意味、申込
金と手付金の違い、重要事項説明の大切さ、売買契約と

請負契約の違い、等々． 
 

＜良かった点＞ 

    Q&A の具体例、特に重要事項説明書の見方、取引に
よる金銭の流れ、契約に関する心構え、自己責任の重要

性、等々． 
 

＜感想＞ 

重要事項説明というのを初めて知った． 
不動産、契約に関することが分かり易く学べた． 
今後家の購入を考えているのですべて参考になった． 
重説をしっかり読むことの大切さを知りました． 
今後もシリーズで行って欲しい．等々． 
 

＜参加者内訳＞ 
３０～５０歳代６５％ 
（３０歳代２４％、４０歳代２１％、５０歳代２０％） 
２０歳代から７０歳代まで幅広い年代に参加頂きまし

た． 
 

 (2)  タイアップや後援による効果 
セミナーを年間に数多く実施されている経験からのノ

ウハウを活かせたことが大きいと思います．アンケート

結果も詳細にまとめていただきました．事前アンケート

と事後アンケートによる分析は今後の方向性を見極める

ためには必須と感じました．また、事前準備の段階から

色んな提案を頂いたことや当日の進行方法も勉強になり

ました． 
特に効果が大きかったのは広報活動ではないでしょう

か．住まい情報センターにおいては２ヶ月前にはチラシ

の設置やポスターが張られました．また区役所において

もチラシの設置がされました．地下鉄の電車内掲示板で

もお知らせがありました．住まいに関する他の講座を受

講された方へ、メールでの告知もされたとも聞きまし

た．ホームページでも掲載され、直接問い合わせや申込

がありました．新聞広告による効果も非常に大きいもの

があります．(社)不動産流通経営協会近畿支部のセミナ
ーは大々的に新聞広告を行って頂いたため、広く一般世

帯に告知することができました． 
効率よく広報発信できたことがタイアップや後援とし

て実施することによる一番大きなメリットだと思いま

す．他の事業や講演とのコラボレーションにより、単独

での実施よりも幅広い層に知っていただくきっかけとな

りました．通常の出前講座とタイアップや後援という開

催方法の大きな違いは、非常に大きな宣伝効果があるこ

とと、企画段階から協働し意見交換しながらより良い内

容に発展させることができることだと言えます．他の出



前講座においてもタイアップとして実施すればより大き

な効果があると言えます．  

 
 

6.  総括 

 
(1)  行政が実施することの希少性と中立・公正性 
まず宅建免許行政庁としてこのような講座を一般消費

者向けに実施するのは極めて珍しいことではないでしょ

うか．一般の人にとって、マイホーム購入などの不動産

取引は、通常は一生に何度もなく金額もとても大きなも

のでリスクも伴います．その時に注意すべきポイントや

トラブルの事例をあらかじめ知識として身につけておけ

ばリスクは軽減されるでしょうし、後悔することも予防

出来ると思います．それに、なにより行政として中立・

公正な立場で情報提供ができることも意義があります．  

 

(2)  反響など 
現在、出前講座としては「不動産取引の基礎知識」と

いうテーマですが、シリーズ化して関連するテーマでも、

実施してほしいというありがたい声を頂戴しています．

また大阪市の講座リストにこの出前講座もリストアップ

され、今後はそのホームページを通じての申込も予想さ

れます．他の団体からの問い合わせも徐々に増えてきて

います．ニーズはまだまだ掘り起こしが可能ではないか

と感じます． 

 

(3) 本来の目的と達成度  
実際に参加された一般消費者の皆様の感想などから、

出前講座の目的の一つである「少しでも行政としての事

後の対応を減らすこと」に向けて一歩前進できたことは

間違いありません．今後とも地道にこの出前講座を行っ

ていけば、一般消費者の不動産取引におけるトラブルの

未然防止に貢献できると確信しました．  

 

 

7.  今後の課題と方針 

  

今後、この出前講座については、単発で終わらせるこ

となく、定例化し継続的に実施することを目指していま

す．さらに回数を重ね、テーマも増やして発展していく

ことが最上だと考えています．そのためには、同講座の

内容を含め、近畿地方整備局の取り組みとして、広く一

般に紹介しながら、併せて要望を汲み取っていくことが

必須だと考えます．まずは、大阪市立住まい情報センタ

ーのタイアップ事業として、定例的な出前講座とするこ

とで継続し、その上で、他の自治体等とも連携を図って

行きたいと考えます． 
内容についても２０１０年度は不動産取引の基礎知識

全般について行いましたが、アンケート結果をふまえて

２０１１年度はベースは同一内容としながらも、「重要

事項説明書の見方」に焦点を当てて展開予定としていま

す．テーマを絞ってバリエーションを増やすことや、宅

建業だけでなくマンション管理業についても検討してい

ます． 

  現状ではタイアップ事業における出前講座の広報活
動は、タイアップ先が行っていただいていることで当方

にとって大きなメリットがあります．今後ともタイアッ

プ事業として実施していきますが、内容的には単独で開

催することも可能なので自分たちでも独自に実施してい

きたいという抱負もあります。また近畿地方整備局自ら

も広報活動を幅広く実施していくことがより多くの一般

消費者のためになることから、効率的かつ効果的な広報

活動が今後の重要課題となります． 
 今回これまで行ってきた「タイアップ等による出前講

座」は、今の出前講座の枠組みを利用しながら積極的な

展開を図ることで通常単独で行うよりも良い内容に発展

してきた事例です．今後も、日常的に従来の相談対応は

もちろんのこと、紛争の未然防止のために、他の色々な

組織や団体と連携しながら積極的に自ら情報発信し「外

に打って出る」ことを目指したいと思います． 
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